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定
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
指
定
代
理
納
付
者
を
指
定
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
一
号

二
　
指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
歳
入

寄
附
金
歳
入
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
納
付
す
る
ふ
る
さ
と
納
税
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

三
　
指
定
代
理
納
付
者
が
代
理
納
付
の
対
象
と
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
種
類

次
の
国
際
ブ
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
が
付
さ
れ
た
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

Ｍ
ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
Ｃ
ａ
ｒ
ｄ

Ｖ
Ｉ
Ｓ
Ａ

Ｊ
Ｃ
Ｂ

Ａ
ｍ
ｅ
ｒ
ｉ
ｃ
ａ
ｎ
　
Ｅ
ｘ
ｐ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ

ダ
イ
ナ
ー
ス

四
　
指
定
代
理
納
付
者
に
代
理
納
付
さ
せ
る
期
間

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
六
号

山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十

二
号
）
第
九
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
変
更
に
係
る
事
項

山
梨
県
土
地
利
用
基
本
計
画
の
森
林
地
域
の
変
更

二
　
変
更
内
容

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
書
を
山
梨
県
企
画
県
民
部
企
画
課
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
七
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
富
士

河
口
湖
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
字
の
区
域
を
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
〇
一

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

三
月
二
十
九
日

第
二
千
二
百
十
六
号

木　曜　日



平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

変
更
前
の
字
の
区
域

変
更
後
の
字
の
区
域

船
津
字
中
村
三
九
八
三
―
一
、
三
九
八
四
、
三

船
津
字
中
村

九
八
四
ー
内
一
、
六
七
一
六
に
隣
接
す
る
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
一
部

船
津
字
宮
ノ
森
一
―
一
、
一
―
二
、
一
―
四
、

船
津
字
宮
ノ
森

二
、
二
―
一
、
三
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
国

有
地
の
一
部

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
八
号

林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

生
産
事
業
者
を
登
録
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

生
　
産
　
事
　
業
　
者

事
　
　
業
　
　
所

登
録
番
号

生
産
事
業
の
内
容

氏
　
名

住
　
所

名
称

所
　
在
　
地

山
梨

宮
下
　
太
貴

富
士
吉
田
市
大
明

種
穂
の
採
取
及
び

富
士
吉
田
市
大
明

四
四
二

見
二
七
四
番
地

精
選
並
び
に
苗
木

見
二
七
四
番
地

の
育
成

山
梨

宮
下
　
浩
太

富
士
吉
田
市
大
明

同
右

富
士
吉
田
市
大
明

四
四
三

見
二
七
四
番
地

見
二
七
四
番
地

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
九
号

山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県
条
例
第
三
号
）
別
表
第

二
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、次
の
と
お
り
駐
車
料
金
及
び
許
可
を
要
し
な
い
日
を
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

平
成
二
十
四
年
度区

　
　
　
分

駐
　
車
　
料
　
金

備
　
　
　
考

一
　
七
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま

一
台
一
回
に
つ
き
一
、
〇
〇
〇
円

で
及
び
八
月
四
日
か
ら
十
五
日

ま
で
の
日

二
　
前
項
に
規
定
す
る
日
以
外
の

無
料

駐
車
場
へ
の
自
動
車
の

日

駐
車
に
つ
い
て
は
、
山

梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車

場
設
置
及
び
管
理
条
例

第
五
条
第
一
項
の
許
可

を
要
し
な
い
。

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
家
畜
の
検
査
を
実
施
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

実
施
の
目
的

実
施
す

実
施
の
対
象
と
な
る
家
畜
又

実
施
の

検
　
査
　
の
　
方
　
法

る
区
域

は
そ
の
死
体
の
種
類
及
び
範

期
日

囲

牛
の
ブ
ル
セ

甲
府
市

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

平
成
二
十

一
　
ブ
ル
セ
ラ
病
検
査

ラ
病
及
び
結

、
韮
崎

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

四
年
四
月

１
　
凝
集
反
応
検
査

核
病
の
発
生

市
、
南

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

一
日
か
ら

（
急
速
凝
集
反
応
法
）

予
防
の
た
め

ア
ル
プ

育
し
て
い
る
も
の

平
成
二
十

２
　
酵
素
免
疫
測
定
法
に

ス
市
、

１
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、

五
年
三
月

よ
る
検
査

甲
斐
市

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

三
十
一
日

３
　
補
体
結
合
反
応
検
査

、
中
央

育
し
て
い
る
雌
牛

ま
で
の
間

４
　
そ
の
他
必
要
な
検
査

市
、
南

２
　
種
付
け
の
用
に
供
し

に
お
い
て

二
　
結
核
病
検
査

巨
摩
郡

、
又
は
供
す
る
目
的
で

対
象
家
畜

１
　
ツ
ベ
ル
ク
リ
ン
検
査

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇
二



、
中
巨

飼
育
し
て
い
る
雄
牛

を
飼
育
し

（
皮
内
注
射
法
）

摩
郡

３
　
１
又
は
２
に
掲
げ
る

て
い
る
区

２
　
そ
の
他
必
要
な
検
査

牛
と
同
一
施
設
内
で
飼

域
又
は
死

育
し
て
い
る
牛

亡
し
た
区

４
　
県
外
か
ら
導
入
さ
れ

域
を
所
管

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

す
る
家
畜

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

所
長
の
指

す
る
も
の

定
す
る
日

二
　
そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

富
士
吉

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

田
市
、

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

都
留
市

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

、
山
梨

育
し
て
い
る
も
の

市
、
大

１
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、

月
市
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

笛
吹
市

育
し
て
い
る
雌
牛
で
、
飼

、
上
野

育
し
て
い
る
区
域
を
所

原
市
、

管
す
る
家
畜
保
健
衛
生

甲
州
市

所
長
の
指
定
す
る
も
の

、
西
八

２
　
種
付
け
の
用
に
供
し

代
郡
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

南
都
留

育
し
て
い
る
雄
牛

郡
、
北

３
　
２
に
掲
げ
る
牛
と
同

都
留
郡

一
施
設
内
で
飼
育
し
て

及
び
北

い
る
牛

杜
市

４
　
県
外
か
ら
導
入
さ
れ

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二
　
そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

牛
の
ヨ
ー
ネ

富
士
河

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

同

一
　
予
備
的
抗
体
検
出
法
に

病
の
発
生
予

口
湖
町

生
後
六
ヶ
月
齢
以
上
の
牛

よ
る
検
査

防
の
た
め

で
実
施
区
域
内
で
飼
育
し

二
　
酵
素
免
疫
測
定
法
に
よ

て
い
る
も
の

る
検
査

１
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、

三
　
ヨ
ー
ニ
ン
検
査

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

四
　
そ
の
他
必
要
な
検
査

育
し
て
い
る
雌
牛

２
　
種
付
け
の
用
に
供
し

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雄
牛

３
　
１
又
は
２
に
掲
げ
る

牛
と
同
一
施
設
内
で
飼

育
し
て
い
る
牛

４
　
繁
殖
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
肉
用
雄
牛

５
　
県
外
か
ら
導
入
さ
れ

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二
　
そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

富
士
河

一
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

口
湖
町

す
る
生
後
六
ヶ
月
齢
以
上

以
外
の

の
牛
で
実
施
区
域
内
で
飼

地
域

育
し
て
い
る
も
の

１
　
搾
乳
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雌
牛
で
飼

育
し
て
い
る
区
域
を
所

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇
三



管
す
る
家
畜
保
健
衛
生

所
長
が
指
定
す
る
も
の

２
　
種
付
け
の
用
に
供
し

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
雄
牛

３
　
２
に
掲
げ
る
牛
と
同

一
施
設
内
で
飼
育
し
て

い
る
牛

４
　
繁
殖
の
用
に
供
し
、

又
は
供
す
る
目
的
で
飼

育
し
て
い
る
肉
用
雄
牛

で
飼
育
し
て
い
る
区
域

を
所
管
す
る
家
畜
保
健

衛
生
所
長
が
指
定
す
る

も
の

５
　
県
外
か
ら
導
入
さ
れ

た
牛
で
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜

保
健
衛
生
所
長
の
指
定

す
る
も
の

二
　
そ
の
他
飼
育
し
て
い
る

区
域
を
所
管
す
る
家
畜
保

健
衛
生
所
長
の
指
定
す
る

牛

牛
の
伝
達
性

県
内
全

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別

同

一
　
酵
素
免
疫
測
定
法

海
綿
状
脳
症

域

措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律

二
　
ウ
ェ
ス
タ
ン
ブ
ロ
ッ
ト

の
発
生
状
況

第
七
十
号
）
第
六
条
第
一
項

法
に
よ
る
検
査

及
び
動
向
の

の
規
定
に
基
づ
く
届
出
の
対

三
　
免
疫
組
織
科
学
的
検
査

把
握
の
た
め

象
と
な
る
牛
。
た
だ
し
、
同

条
第
二
項
た
だ
し
書
に
該
当

す
る
場
合
を
除
く
。

馬
伝
染
性
貧

県
内
全

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

同

一
　
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

血

域

い
る
生
後
百
八
十
日
以
上
の

検
査

馬
で
飼
育
し
て
い
る
区
域
を

二
　
そ
の
他
必
要
な
検
査

所
管
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

長
の
指
定
す
る
も
の

高
病
原
性
鳥

県
内
全

実
施
区
域
内
で
百
羽
以
上

同

一
　
酵
素
免
疫
測
定
法

イ
ン
フ
ル
エ

域

の
家
き
ん
（
鶏
、
あ
ひ
る
、

二
　
寒
天
ゲ
ル
内
沈
降
反
応

ン
ザ
の
発
生

う
ず
ら
、
き
じ
、
だ
ち
ょ
う

検
査

予
察
の
た
め

、
ほ
ろ
ほ
ろ
鳥
及
び
七
面
鳥

三
　
ウ
ィ
ル
ス
学
的
検
査

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

四
　
そ
の
他
必
要
な
検
査

い
て
同
じ
。）
を
飼
育
し
て

い
る
農
場
又
は
十
羽
以
上
の

ダ
チ
ョ
ウ
を
飼
育
し
て
い
る

農
場
の
飼
育
さ
れ
て
い
る
家

き
ん
で
、
飼
育
し
て
い
る
区

域
を
所
管
す
る
家
畜
保
健
衛

生
所
長
が
指
定
す
る
も
の

家
き
ん
サ
ル

県
内
全

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

同

凝
集
反
応
検
査
（
急
速
凝
集

モ
ネ
ラ
感
染

域

い
る
種
鶏

反
応
法
）

症
の
発
生
予

防
の
た
め

腐
蛆
病
の
発

県
内
全

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

同

一
　
肉
眼
的
検
査

生
予
防
の
た

域

い
る
み
つ
ば
ち

二
　
脱
脂
乳
に
よ
る
試
験

め

三
　
細
菌
学
的
検
査

ア
カ
バ
ネ
病

県
内
全

実
施
区
域
内
で
飼
育
し
て

同

一
　
中
和
反
応
検
査

、
チ
ュ
ウ
ザ

域

い
る
未
越
夏
牛
で
、
飼
育
し

二
　
臨
床
検
査

ン
病
、
ア
イ

て
い
る
区
域
を
所
管
す
る
家

ノ
ウ
ィ
ル
ス

畜
保
健
衛
生
所
長
が
指
定
す

感
染
症
、
イ

る
も
の

バ
ラ
キ
病
及

び
牛
流
行
熱

の
発
生
予
察

の
た
め

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
一
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
百
六
十
七
条

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇
四



の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
四
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
購
入
、
製
造
の

請
負
そ
の
他
の
契
約
（
建
設
工
事
の
請
負
並
び
に
建
設
工
事
に
係
る
測
量
、
調
査
、
設
計
及
び
監
理
の

委
託
並
び
に
土
木
施
設
（
道
路
、
河
川
、
公
園
、
下
水
道
施
設
そ
の
他
別
に
定
め
る
施
設
を
い
う
。）

の
維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
の
契
約
を
除
く
。）
に
係
る
競
争
入
札
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品

等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定

が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。）
に
参
加
す

る
者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
、
競
争
入
札

の
参
加
資
格
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。）
を
受
け
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

１
　
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

２
　
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
て
い
る
者

３
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
（
以
下
「
暴
力
団
員
」
と
い
う
。）
又
は
法
人
で
あ
っ
て
そ

の
役
員
が
暴
力
団
員
で
あ
る
も
の

４
　
営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な
い

者
５
　
資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を
営

ん
で
い
な
い
者

二
　
資
格
審
査
の
申
請
の
方
法

１
　
資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
物
品
等
競
争
入
札
参

加
資
格
審
査
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（一）

営
業
経
歴
書
（
第
二
号
様
式
）

（二）

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
）

（三）

身
分
証
明
書
（
個
人
の
場
合
）

（四）

印
鑑
証
明
書

（五）

財
務
諸
表
（
法
人
に
あ
っ
て
は
申
請
書
提
出
日
の
直
前
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、

個
人
に
あ
っ
て
は
申
請
書
提
出
日
の
直
前
に
提
出
し
た
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し
）

（六）

納
税
証
明
書
（
申
請
書
提
出
日
直
前
の
県
税
及
び
消
費
税
に
係
る
も
の
）

（七）

契
約
に
関
し
、
営
業
所
等
に
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
委
任
状

（八）

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
そ
れ
を
証
明
す
る
書
面

（九）

役
員
名
簿
（
第
三
号
様
式
）

（十）

誓
約
書
（
第
四
号
様
式
）

２
　
申
請
書
及
び
添
付
書
類
は
、
山
梨
県
出
納
局
管
理
課
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
―
八
五
〇
一
）
山
梨

県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
（
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
三
九
五
）
に
あ
ら
か
じ
め
連

絡
の
上
持
参
す
る
こ
と
。

３
　
申
請
書
及
び
添
付
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
資
格
の
有
効
期
限

資
格
の
有
効
期
限
は
、
資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

四
　
変
更
等
の
届
出

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
営
業
を
休
止
し
、
若
し
く

は
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
　
商
号
又
は
名
称

２
　
代
表
者
、
役
員
又
は
代
理
人

３
　
所
在
地
又
は
住
所

４
　
印
鑑

５
　
そ
の
他
営
業
に
関
し
重
要
な
事
項
　
　
　
　
　

五
　
資
格
の
取
消
し

知
事
は
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
資
格

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
一
の
１
か
ら
５
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

２
　
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

六
　
資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続

県
に
お
い
て
一
般
競
争
入
札
が
見
込
ま
れ
る
年
度
に
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資

格
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
の
で
、
当
該
公
示
に
基
づ
き
申
請
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
。

七
　
そ
の
他

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
物
品
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
に
資
格
等
（
平
成

十
四
年
山
梨
県
告
示
第
六
十
四
号
）
に
基
づ
き
資
格
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
か
ら

平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
（
当
該
資
格
が
効
力
を
有
す
る
間
に
限
る
。）
こ
の
告
示

に
基
づ
く
資
格
を
有
す
る
者
と
み
な
す
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇
五



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇
六

第１号様式



二
〇
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

第２号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
〇
八

第３号様式



二
〇
九

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

第４号様式



公
　
　
　
告

'
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
三
月
十
五
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
ジ
ョ
ブ
ク
リ
エ
ー
タ
ー

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
久
保
川
　
忠

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
斐
市
篠
原
千
四
百
十
六
番
地
三

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
就
労
継
続
支
援
事
業
を
行
う
団
体
、
又
は
障
害
者
就
労
作
業
所
お
よ
び

就
労
意
欲
の
あ
る
障
害
者
、
社
会
と
の
絆
を
希
求
す
る
就
労
可
能
な
老
人
福
祉
施
設
の
利
用
者
及

び
団
体
、
社
会
復
帰
を
目
指
す
個
人
に
対
し
て
、
そ
の
就
労
に
よ
る
成
果
物
が
社
会
に
対
し
一
層

価
値
が
認
め
ら
れ
評
価
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
社
会
と
の
共
生
と
絆
、
就
労
機
会
の
増
大
と
、
就
労

条
件
の
向
上
が
期
待
で
き
る
よ
う
そ
の
成
果
物
の
販
売
政
策
、
流
通
政
策
、
製
品
開
発
に
関
す
る

調
査
、
企
画
提
案
、
実
施
の
営
業
並
び
に
支
援
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
福
祉
の
増
進
、
経
済
活
動

の
活
性
化
、
雇
用
機
会
の
拡
充
等
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
十
八
日
ま
で

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報
セ
ン
タ
ー

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
三
月
十
六
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
甲
州
特
産
品
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
岸
本
孝
明

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
州
市
塩
山
上
於
曽
千
九
百
二
十
五
番
地

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
甲
州
市
及
び
そ
の
周
辺
の
特
産
品
（
農
産
物
を
含
む
）
を
全
国
に
情
報
発
信
す

る
と
共
に
、
そ
の
開
発
や
生
産
を
支
援
し
、
各
関
係
団
体
や
生
産
者
等
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
つ

く
る
事
業
を
行
い
、
六
次
産
業
の
つ
な
ぎ
手
と
し
て
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
三
月
十
九
日
か
ら
同
年
五
月
十
八
日
ま
で

'

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
の
承
認

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

農
地
保
有
合
理
化
事
業
規
程
の
変
更
を
次
の
と
お
り
承
認
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
を
行
う
者
の
名
称

財
団
法
人
山
梨
県
農
業
振
興
公
社

二
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
実
施
地
域

山
梨
県
に
お
け
る
農
業
振
興
地
域
（
農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
地
域
）

三
　
農
地
保
有
合
理
化
事
業
の
種
類

１
　
農
地
売
買
等
事
業

２
　
農
地
売
渡
信
託
等
事
業

３
　
農
地
貸
付
信
託
事
業

４
　
農
業
生
産
法
人
出
資
育
成
事
業

５
　
研
修
等
事
業

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
笛
吹

川
沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
名

住
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
〇



理
　
事

深
沢
　
博

山
梨
市
万
力
一
四
二
一
番
地

平
成
二
十
四
年
三
月
四
日

理
　
事

窪
田
英
文

山
梨
市
北
八
八
二
番
地

平
成
二
十
四
年
三
月
四
日

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
名

住
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

関
口
和
幸

山
梨
市
上
岩
下
六
三
四
番
地

平
成
二
十
四
年
三
月
五
日

理
　
事

日
原
　
隆

山
梨
市
東
二
二
六
二
番
地

平
成
二
十
四
年
三
月
五
日

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
熊
穴
四
五
五
五
の
一
、
四
五
八
三
の
八
、
四
五
八
四
、
四
五
八
七
及
び
四

五
八
七
の
乙
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
上
吉
田
四
千
五
百
八
十
四
番
地
　
社
会
福
祉
法
人
明
清
会
　
理
事
長
　
上
小
澤
　
隆

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
職
員
採
用
上
級
試
験
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
一



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
二



二
一
三

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

別
表
第
二
職
員
採
用
中
級
試
験
の
部
中
「
作
文
」
を
「
作
文
試
験
」
に
改
め
、
同
表
職
員
採
用
初
級

試
験
の
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験
の
部
中
「
作
文
」
を
「
作
文
試
験
」
に
改
め
、
同
表
民
間
企

業
等
職
務
経
験
者
職
員
採
用
試
験
の
部
中
「
論
文
」
を
「
論
文
試
験
」
に
改
め
、
同
表
警
察
官
採
用
試

「
論
文
（
警
察
官
採
用
試
験
Ａ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

験
Ａ
の
部
及
び
警
察
官
採
用
試
験
Ｂ
の
部
中

作
文
（
警
察
官
採
用
試
験
Ｂ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

「
論
文
試
験
（
警
察
官
採
用
試
験
Ａ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
小
中
学
校
事
務

」

作
文
試
験
（
警
察
官
採
用
試
験
Ｂ
に
係
る
も
の
に
限
る
。）」

職
員
採
用
試
験
の
部
、
小
中
学
校
栄
養
職
員
採
用
試
験
の
部
及
び
任
期
付
職
員
採
用
試
験
の
部
中
「
作

文
」
を
「
作
文
試
験
」
に
改
め
、
同
表
備
考
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
三
号
ま
で

を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
　
「
自
己
ア
ピ
ー
ル
試
験
」
と
は
、
自
ら
の
経
験
等
か
ら
得
た
能
力
・
実
績
に
つ
い
て
の
記
述
式

に
よ
る
試
験
を
い
う
。

別
表
第
四
職
員
採
用
上
級
試
験
の
項
第
三
号
の
表
中
「
管
理
栄
養
士
名
簿
の
登
録
又
は
」
を
削
る
。

別
表
第
六
の
一
の
表
義
肢
装
具
士
の
項
を
削
り
、
同
表
中
二
を
削
り
、
三
を
二
と
す
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部



を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
第
一
号
の
表
備
考
２
中
「
以
下
同
じ
。）」
の
下
に
「
及
び
薬
剤
師
（
学
歴
免
許
等
資
格

区
分
表
の
一
の
四
に
該
当
す
る
者
に
限
る
。
別
表
第
三
の
五
の
表
備
考
２
、
別
表
第
七
の
一
の
表
備
考

２
及
び
別
表
第
七
の
五
の
表
備
考
２
に
お
い
て
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

「

四
　
　
三
　
　
四

別
表
第
三
第
三
号
の
表
薬
剤
師
の
項
中
　
　
大
学
卒

〇
　
　
　

四

七
　
十
一

「

二
　
　
三
　
　
四
　
　
四

大
学
六
卒

四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
　
　
　
二
　
　
五
　
　
九
　
十
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
歯
科

十
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
三
　
　
四
　
　
四

」

大
学
卒

〇
　
　
　
四
　
　
七
　
十
一
　
十
五

」
「

「

短
大
三
卒

一
・
五
　
五
　
　
三
　
　
四

衛
生
士
の
項
中
　
　
短
大
卒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

〇
　
　
一
・
五
　
　
七
　
　
十
　
十
四

」

短
大
二
卒

一
　
　
　
五
　
　
三
　
　
四
　
　
四

〇
　
　
　
　
一
　
　
六
　
　
九
　
十
三
　
十
七

に
改
め
る
。

一
・
五
　
五
　
　
三
　
　
四

〇
　
　
一
・
五
　
　
七
　
　
十
　
十
四

」

別
表
第
三
第
五
号
の
表
備
考
２
中
「
獣
医
師
」
の
下
に
「
及
び
薬
剤
師
」
を
加
え
る
。

別
表
第
四
の
一
の
項
第
四
号
１
中
「
獣
医
学
に
関
す
る
学
科
」
を
「
薬
学
若
し
く
は
獣
医
学
に
関
す

る
学
科
」
に
改
め
る
。

別
表
第
四
の
二
の
項
第
一
号
中
２１
を
２２
と
し
、
１３
か
ら
２０
ま
で
を
１４
か
ら
２１
ま
で
と
し
、
１２
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

１３

歯
科
衛
生
士
法
に
よ
る
歯
科
衛
生
士
学
校
又
は
歯
科
衛
生
士
養
成
所
（
い
ず
れ
も
修
業
年
限
三

年
以
上
の
も
の
に
限
る
。）
の
卒
業

別
表
第
七
第
一
号
の
表
備
考
２
中
「
獣
医
師
」
の
下
に
「
及
び
薬
剤
師
」
を
加
え
る
。

「

「

大
学
六
卒

別
表
第
七
第
三
号
の
表
薬
剤
師
の
項
中
　
　
大
学
卒
　
二
級
五
号
級
　
　
を

」

大
学
卒

二
級
十
七
号
給
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

に
改
め
、
同
表
歯
科
衛
生
士
の
項
中
　
　
短
大
卒
　
一
級
十
五
号
給
　
　
　
を

二
級
五
号
級
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

」

「

短
大
三
卒
　
一
級
二
十
一
号
給

に
改
め
、
同
表
備
考
を
備
考
１
と
し
、
備
考
に
次
の
よ
う
に

短
大
二
卒
　
一
級
十
五
号
給

」

加
え
る
。

２
　
薬
剤
師
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
一
三
四
号
）
附
則
第
三
条
の
規
定

に
よ
り
薬
剤
師
と
な
っ
た
者
に
対
す
る
こ
の
表
の
学
歴
免
許
等
欄
の
適
用
に
つ
い
て
は
、「
大
学

六
卒
」
の
区
分
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
七
第
五
号
の
表
備
考
２
中
「
獣
医
師
」
の
下
に
「
及
び
薬
剤
師
」
を
加
え
る
。

「

別
表
第
八
の
二
イ
の
表
３
級
の
欄
中

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
る
。

」

」

「

別
表
第
八
の
二
ニ
の
表
２
級
の
欄
中

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
四

58

58

58

58

59

59

59

59

60

60

60

61

57

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

86

86

86

87

87

87

88

88

88

89

89



「
を

」

に
改
め
る
。

」

「

s

児
童
の
教
育
及
び
指
導
に
直

こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
人

定
め
る
者
に
限
る
。）

別
表
第
十
中
保
健
所
の
項
を
削
り
、
同
表
甲
陽
学
園
の
項
中

d

園
長
及
び
副
園
長

f

a
か
ら
d
ま
で
に
掲
げ
る
者

人
事
委
員
会
が
調
整
を
必
要
と

接
従
事
す
る

事
委
員
会
の
　
　
　
二
　
　
　
「

人
事
委

s

園
長
及
び
副
園
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員
会
が

人
事
委

を

d

a
か
ら
s
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
　
必
要
と
　
　
に

員
会
が

以
外
の
者
で
　
必
要
と
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
が
調
整
を
必
要
と
認
め
る
も
の
　
認
め
る

認
め
る
も
の
　
認
め
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
調
整
数

調
整
数
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

」

「

s

食
肉
検
査
指
導
幹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

、
同
表
食
肉
衛
生
検
査
所
の
項
中
　
　
d

所
長
及
び
次
長

f

a
か
ら
d
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
　
　
　
一

人
事
委
員
会
が
調
整
を
必
要
と
認
め
る
も
の

」

「

s

所
長
及
び
次
長

を
　
　
d

a
か
ら
s
ま
で
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
　
　
　
一
　
　
に
改
め
る
。

人
事
委
員
会
が
調
整
を
必
要
と
認
め
る
も
の

」

「
総
括
財
務
審
査
監

別
表
第
十
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
総
括
財
務
審
査
監
」

ブ
ラ
ン
ド
推
進
監
」

「
廃
棄
物
対
策
指
導
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
世
界
遺

に
、「
廃
棄
物
対
策
指
導
監
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、「
世
界
遺
産
推
進
監
」
を

廃
棄
物
対
策
企
画
監
」

国
文
祭

産
推
進
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
税
務
徴
収
企
画
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

に
、「
税
務
徴
収
企
画
監
」
を

に
、「
緑
地
推
進
監
」
を

推
進
監
」

防
災
情
報
通
信
監
」

緑
地
推
進
監
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
立

地

推

進

監

に
、「
立
地
推
進
監
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
部
富
士
・
東
部
地
域

産
業
振
興
監
」

お
も
て
な
し
推
進
監
」

「
次
長
（
富
士
吉
田
合
同
庁
舎
に
勤
務
す
る
者
）

県
民
セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
地
域
防
災
幹
」
に
改

地
　
　
　
域
　
　
　
防
　
　
　
災
　
　
　
幹
　
」

「

次
　
　
　
　
　
長
　
六
種
（
支
所
に
勤
務
す
る
者
に
あ

め
、
同
部
中
北
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中

保
健
福
祉
企
画
幹
　
七
種

っ
て
は
七
種
）

「
を
　
　
次
　
　
　
　
長
　
六
種
（
支
所
に
勤
務
す
る
者
に
あ
っ
て
は
七
種
）

に
」

」

「

次
　
　
　
　
　
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が

改
め
、
同
部
富
士
・
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中

保
健
福
祉
企
画
幹
　
七
種

認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
六
種
）

「

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
五

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

97

98

98

98

99

99

85

86

86

86

86

87

87

87

87

88

88

88

88

89

89

89

90

90

90

91

91

91

92

92

92

93

93

93

93

94

94

94

94

95

95

95

95

96

96

96

96

97

97

98

98



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
六

を
　
　
次
　
　
　
　
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
っ

」

「

「

て
は
六
種
）

に
改
め
、
同
部
育
精
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
項
中
　
　
所
　
長
　
四
種
　
　
　
を
　
　
所
長

」

」

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
四
種
）

に
改
め
、
同
部
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の

」

「

「

項
中
　
　
指
導
部
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
六
種
）

を
　
　
教
務
指
導
部

」

「

長
　
七
種
　
　
に
改
め
、
同
部
中
部
横
断
自
動
車
道
推
進
事
務
所
の
項
中
　
　
次
長
　
七
種
（
人
事
委

」

「

次
　
　
　
長
　
七
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
に

員
会
が
認
め
る
者
に
あ
っ
て
は
六
種
）

を
」

技
術
指
導
幹
　
七
種

あ
っ
て
は
六
種
）

に
改
め
る
。

」

「
新
図
書
館
建
設
室
長

同
表
教
育
委
員
会
事
務
局
本
庁
の
項
中
「
新
図
書
館
建
設
室
長
」
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

全
国
高
校
総
体
推
進
室
長
」

「

「
企
画
推
進
監

館
長

に
改
め
、「
技
術
指
導
監
」
を
　

に
改
め
、
同
部
図
書
館
の
項
中

技
術
指
導
監
」

副
館
長

「

五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る
者
　
　
　
　
　
　
　
　
副
館
長
　
五
種
（
人
事
委
員
会
が
認
め
る

に
あ
っ
て
は
四
種
）

を

次
　
長
　
七
種

」

者
に
あ
っ
て
は
四
種
）

に
改
め
る
。

」

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
八
の
二
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昇
格
時
号
給
対
応
表
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
前
項
た
だ
し
書
き
に
定
め
る
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給

の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。）
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に

お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
四
の
二
イ
の
表
２
級
の
欄
中

「
を

」

58

58

59

59

60

60

61

61

61

61

62

62

62

62

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

68

68

68

57

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

61

62

62

62

69



に
改
め
る
。

」

「

別
表
第
四
の
二
ハ
の
表
中
２
級
の
欄
中

「
を

」

に
改

」

め
る
。

「
増
富
小
学
校
　
　
　
　
　
　
　
北
杜
市
須
玉
町
比
志

別
表
第
八
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
「
高
根
清
里

高
根
清
里
小
学
校
　
　
　
　
　
北
杜
市
高
根
町
清
里
　
　
　
　
　
」

小
学
校
　
　
　
　
　
北
杜
市
高
根
町
清
里
　
　
　
　
　
」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
四
の
二
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昇
格
時
号
給
対
応
表
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
前
項
た
だ
し
書
き
に
定
め
る
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た

に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給

の
調
整
以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承

認
を
得
て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。）
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に

お
け
る
号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

別
表
第
六
の
二
の
表
３
級
の
欄
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

（
施
行
期
日
等
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
昇
格
時
号
給
対
応
表
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
新
た
に
給
料

表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
職
員
及
び
降
格
、
昇
給
又
は
復
職
時
等
に
お
け
る
号
給
の
調
整

以
外
の
事
由
に
よ
り
そ
の
受
け
る
号
給
に
異
動
の
あ
っ
た
職
員
（
個
別
に
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得

て
号
給
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
職
員
を
除
く
。）
の
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に
お
け
る

号
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
長
野
県
の
項
中
「
松
本
市
」
を
「
諏
訪
市
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
七

62

63

63

63

63

63

64

64

64

64

65

65

65

65

65

65

65

66

66

66

66

66

66

66

67

67

67

67

67

67

67

68

68

68

68

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

61

61

61

62

62

62

63

63

57

58

58

58

58

58

58

59

59

59

59

59

59

60

60

60

60

60

60

61

61

62

62

90

91

92

93

93

94

94

95

95

96

89

90

90

91

91

92

92

93

94

95



寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

寒
冷
地
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
中
「
松
本
市
」
を
「
諏
訪
市
」
に
改
め
る
。

「

北
杜
市
須
玉
町
比
志
三
六
一
一
の
六
　
　
　
　
増
富
小
学
校

別
表
第
二
中

甲
州
市
塩
山
上
萩
原
一
五
一
八
の
四
　
　
　
　
神
金
小
学
校

「
を
　
　
甲
州
市
塩
山
上
萩
原
一
五
一
八
の
四
　
　
　
　
神
金
小
学
校

」

に
改
め
る
。

」

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
中
　
　
矢
　
　
惠
　
　
三

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

支
　
　
　
給
　
　
　
対
　
　
　
象

支
給
額
（
日
額
）

a

税
務
課
又
は
総
合
県
税
事
務
所
に
勤
務
し
、
県
税
の
賦
課
又
は
徴
収

五
百
八
十
円

の
業
務
に
直
接
従
事
し
た
職
員
（
総
合
県
税
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員

に
あ
つ
て
は
、
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

管
理
職
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
に
限
る
。）

s

総
合
県
税
事
務
所
に
勤
務
し
、
徴
収
業
務
に
従
事
し
た
職
（
a
の

六
百
三
十
円

職
員
を
除
く
。）

d

総
合
県
税
事
務
所
に
勤
務
す
る
職
員
（
a
及
び
s
の
職
員
を
除
く
。

五
百
三
十
円

）
第
三
条
第
二
項
中
「
、
勤
務
一
月
に
つ
き
一
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
項
第
一
号
の
う
ち
人
事
委

員
会
が
定
め
る
も
の
に
あ
つ
て
は
」
を
削
る
。

第
五
条
第
二
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
保
健
所
の
所
長
に
つ
い
て
は
、
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
二
千
円
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
一
号
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
防
災
危
機
管
理
課
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
、
山
梨
園
芸
高
等
学
校
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
」
の
下
に
「
、
中
部
横
断
自
動
車
道
推
進
事
務
所
」
を

加
え
る
。

第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
勤
務
一
月
」
を
「
業
務
に
従
事
し
た
日
一
日
」
に
、「
六
千
八
百
円
」
を

「
三
百
四
十
円
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
四
第
一
項
中
「
県
土
整
備
部
」
の
下
に
「（
技
術
管
理
課
、
治
水
課
、
砂
防
課
及
び

営
繕
課
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

第
三
十
二
条
の
十
二
第
一
項
中
「
消
防
防
災
課
」
を
「
防
災
危
機
管
理
課
消
防
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
第
二
項
を
削
る
。

第
三
十
四
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第

四
項
と
す
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
も
の
（
」
の
下
に
「
税
務
手
当
（
第
二
条
第
二
項
の
表
s
の
項
及
び
d
の

項
に
限
る
。）、」
を
加
え
、「（
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
が

従
事
し
た
業
務
に
限
る
。）」
を
「
、
医
師
診
療
実
験
従
事
手
当
」
に
改
め
、「
用
地
交
渉
手
当
」
の
下

に
「
、
保
健
衛
生
業
務
従
事
手
当
」
を
加
え
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
八



附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
九
日

二
一
九
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山
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県
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年
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日
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二
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